
 
 
 

京都市訓令甲第   号 

区  役  所 

京都市区長等専決規程の一部を次のように改正する。 

令和３年３月３１日 

京都市長  門 川 大 作 

別表課長（総務・防災課長及び子どもはぐくみ課長を含む。）の項第１３号中「売却の見

込みのない不用物品（備品を除く。)」を「京都市物品会計規則第２２条による廃棄物品」

に，「廃棄処分」を「処分」に改める。 

別表担当課長（室に置く担当課長を除く。）の項中第９号を第１０号とし，第５号から第

８号までを１号ずつ繰り下げ，第４号の次に次の１号を加える。 

⑸ 担当事務に係る支出命令及び振替命令並びに出納（物品に係るものを除く。）の通知

に関すること。ただし，市税徴収金等に関するものを除く。 

別表総務・防災課長の項第４号中「限る。）」の右に「並びに統計調査員の報酬」を加え

る。 

別表京北出張所次長の項第５号中「売却の見込みのない不用物品（備品を除く。)」を「京

都市物品会計規則第２２条による廃棄物品」に，「廃棄処分」を「処分」に改める。 

附 則 

この訓令は，令和３年４月１日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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